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Ⅰ．預かり保育料の減免申請について 

  預かり保育を利用する児童が、以下の減免を受ける事由に該当する場合は、預かり保育

料減免の対象です。 

   

減免を受ける事由 預かり保育料 

第３子以降の児童 半額 

同じ園に同時期に通う 

兄・姉がいる児童 

預かり保育を利用した 2人目の利用料が半額 

※兄弟・姉妹で同時に預かり保育を利用した場合 

生活保護世帯の児童 全額を免除 

 

在籍園に「幼稚園預かり保育料減免申請書」を提出してください。申請書は、各幼稚園

でお渡しします。 

なお、認定期間は申請書を提出した月の１日から年度末までです。翌年度の認定につい

ては、改めて申請が必要です。  

幼稚園預かり保育について 大切なお知らせ 

預 か り 保 育 利 用 料 軽 減 早 わ か り チ ャ ー ト 

父母の双方に 

「保育を必要とする事由」（Ｐ４参照）がある 

第３子以降の子どもだ 

同じ園に同時期に通う兄・姉がいる 

ＮＯ 

ＮＯ 

ＮＯ 

減免の対象にはなりませんが、 

預かり保育はご利用できます。 

ＹＥＳ 

ＹＥＳ 

施設等利用給付認定の対象です。 

→Ⅱ（Ｐ２～）をご確認ください。 

預かり保育料減免の対象です。 

→Ⅰ（Ｐ１）をご確認ください。 

預かり保育料減免の対象です。 

→Ⅰ（Ｐ１）をご確認ください。 

ＹＥＳ 

・ 預かり保育を利用するには、事前申込みが必要です。お早めに幼稚園へご相談ください。 

・ 預かり保育の利用希望者が定員を超えるときなど、利用できない場合があります。 

・ 休園日（土日、祝日、お盆期間、１２月２９日～１月３日）は、預かり保育を実施しません。 

※ このほか、生活保護世帯は預かり保育料減免の対象です。Ⅰ（Ｐ１）をご確認ください。 

改訂：2025.9.1 
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Ⅱ． 施設等利用給付認定（保育料無償化の認定）とは  

  「保育の必要性の認定」を受けた子どもに係る幼稚園預かり保育の利用料が無償化され 

る制度です。認定期間中の預かり保育利用料が無償化の対象となります。認定を受ける 

ためには、父母ともに「保育を必要とする事由」（Ｐ４参照）があることが必要です。 

※ 育児休業の期間中は、新規で認定を受けることができません。 

 

Ⅱ－１．申請手続きについて 

申請は、「新規申請」と「変更申請」の２つの手続きがあります。新規申請で認定を 

受けた後、認定期間中に父母の保育を必要とする事由が変わる場合は、変更申請が 

必要です。提出書類は、全てそろえた状態でご提出ください。 

 

新規申請 

〇 提出書類 

① 子育てのための施設等利用給付認定申請書（ピンクの用紙） 

★ 無償化の開始日は、全ての書類がそろい、幼稚園で受付をした日以降となります。 

☆ 申請する児童一人につき１枚必要です。 

② 父・母の保育を必要とする事由を証明する書類 

☆ 保育を必要とする事由によって、認定期間が異なります。 

詳しくは、「保育を必要とする事由」（Ｐ４）をご覧ください。 

☆ 認定期間は、期限が短いほうに合わせます。 

 

（例）○父就労（無期雇用）、○母求職活動の事由で在園するきょうだい２人の無償化の認定申請をするとき 

 

                                 10/12 から 1/31 まで認定！ 

 2 月以降も預かり保育を利用          

                                   し、無償化の認定を受けたい 

  ピンクの申請書２枚     ○父の就労証明書     ○母の求職活動報告書           場合は、認定が切れるまでに 

   10/8 提出          10/８提出        10/12 提出        変更の申請を！ 

 

不足書類あり    書類がそろった日 （受付日）         認定開始から 90 日    

10/8        10/12                  1/10   1/31  

          認 定 期 間       

          認定開始から 90 日 を経過する日の月末まで認定   

  

 

申請書を出してから 

なにか状況が変わるときは 

変更申請がいるんだね！ 

 

制度や手続きのことで迷ったら 

保育幼稚園課に早めに 

相談してみよう！ 
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変更申請 

仕事が決まった、離職した、単身赴任から帰ってきたなど、保育を必要とする事由に変更

が生じた場合、変更申請が必要です。申請書類を提出した翌月１日からの変更となります。 

 

〇 提出書類 

① 子育てのための施設等利用給付認定（変更）申請書（ピンクの用紙） 

★ 認定を希望する期間の開始日は、書類を提出する翌月１日をご記入ください。 

☆ 申請する児童一人につき１枚必要です。 

② 保育を必要とする事由が変更となる父または母の証明書類 

 

 

注意   認定期間終了後に書類を提出された場合、新規申請としての取扱いになります。 

     （例）変更前の認定期間：4月 1日～6月 30日 

  パターン① 認定期間中に申請書類を提出する場合 （変更申請） 

4/1              書類提出 ６/30      

          認 定 期 間    7/1～ 

 変更前の認定内容 変更後の認定内容 

 

  パターン② 認定期間終了後に申請書類を提出する場合 （新規申請） 

4/1           6/30    書類提出       

  認 定 期 間        提出日～     

                   新規申請として認定 

 

 

 

Ⅱ－２． 認定取消しとなる場合 

  認定期間中に以下のいずれかに該当した場合、認定取消しとなり「施設等利用給付認

定取消通知書」を送付します。 

  ① 認定児童が認可保育所へ入所した場合 

  ② 認定児童が市外へ転出した場合 

  ③ 父または母の要件がなくなった場合 

 

Ⅱ－３． その他 

・認定期間が終了した場合、保育幼稚園課から終了通知は発行していません。 

 認定（変更）通知書は、認定期間が終わるまで大切に保管してください。 

・出雲市外に住民票がある児童については、住民票がある市町村で手続きを行ってください。 

・毎年１２月頃に、次年度に向けて現況確認を行います。 

  

この期間は無償化にならないので注意！ 
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Ⅱ－４． 保育を必要とする事由  

 

保育を必要とする事由 必要な要件書類 認定期間 

就労（※１） 

  （※２） 

「就労（予定）証明書」 最長で児童の小学校就学前まで 

産前産後（※３） 「保育を必要とする事由申立書」 

＋「母子健康手帳コピー（保護者名と出

産予定日が分かる部分）」 

出産予定日の前後８週の属する

月の初日から月末まで 

疾病・負傷・障がい 「保育を必要とする事由申立書」 

＋「診断書」 

又は「各種障がい者手帳（コピー）」 

療養の必要がなくなるまで 

親族の介護・看護 

（※１） 

「保育を必要とする事由申立書」 

＋「被介護者の診断書」  

又は「被介護者の各種障がい者手帳・介

護保険証（認定済）等（コピー）」 

介護・看護の必要がなくなるま

で 

求職活動・起業準備 「求職活動報告書」 開始日から 90 日を経過する日

の月末まで 

就学・職業訓練 

（※１） 

「保育を必要とする事由申立書」 

＋「カリキュラム（コピー）」 

＋次のうち１点 ①「学生証（コピー）」、 

②「在学を証明できる書類」、③「職業訓

練を受講していることが分かる書類」 

卒業（修了）月の月末まで 

児童虐待・DV 保育幼稚園課へご相談ください 事由が解消されるまで 

市外在住（単身赴任など） 書類不要 市内に住民票を移すまで 

災害復旧 「保育を必要とする事由申立書」 

＋「り災証明書」 

災害復旧が終了するまで 

※「就労（予定）証明書」､「保育を必要とする事由申立書」､「診断書」、「求職活動報告書」は、 

出雲市所定の様式での提出が必要です。証明日から３か月以内のものを提出してください。 

 

 

〇 補足 

※１ 該当する事由に要する時間が、月 48時間以上であることが必要です。 

※２ 有期雇用で更新の予定がない場合は、該当期間の月末までの認定となります。 

※２ 住民票が市外にある方は、就労証明書の提出があったとしても、要件は「市外在住」となりま

す。出雲市へ転入した時には、認定変更申請が必要です。 

※３ 出生日によっては、認定終了期間が変更になることもあります。 
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～預かり保育料口座振替のご案内～ 

 預かり保育料は、口座振替による納付をお勧めしています。入園決定後、金融機関に 

 口座振替依頼書を提出してください（登録まで１～２か月かかります）。 

手続き 

・申請用紙（口座振替依頼書）は、各幼稚園にあります。 

・金融機関へ申請用紙、通帳、届出印をお持ちいただき手続きしてください。 

口座振替日と振替開始日 

・振替日は、保育を実施した翌月の末日（１１月分のみ１２月２７日）です。 

・振替開始までは、納付書での納付（または以前から登録の口座から振替）となります。 

取扱い金融機関 

島根県農業協同組合 山陰合同銀行 島根銀行 島根中央信用金庫 鳥取銀行 

 しまね信用金庫 中央労働金庫 みずほ銀行 漁業協同組合 JFしまね ゆうちょ銀行 

 

 

 

～預かり保育料口座振替ダイレクトサービスのご案内～ 

幼稚園預かり保育料の口座振替がWeb上で簡単にお申込みできます! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマートフォンでこちらの QR コード(※）を 

読み取り、アクセスしてください！  

山陰合同銀行 鳥取銀行 

銀行毎に QR コードが違いますのでご注意ください！ 

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

（お知らせ） 

・Web入力画面にある「学校名」は、「幼稚園名」を、「学年・組」はそれぞれ「０」を 

 ご入力ください。 

ご利用手順 

お客さま情報の入力 

ご利用条件等をご確認のうえ、 

必要事項をご入力ください。 

本人認証 

引落口座のカナ氏名、口座番

号、キャッシュカードの暗証番号で 

本人確認を行います。 

入力内容確認 

入力内容に誤りがないことを 

確認したら、申込完了です。 

受付完了メールを送信します。 

いつでも、どこでも 

お申込み可能！ 
来店不要！ 手続き簡単！ 
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よくある質問（Ｑ＆Ａ）～ 預かり保育料の減免申請編 ～ 

 

Ｑ. 申請書類は、どこでもらえますか？ また、提出先はどこですか？  

A. 申請書は各幼稚園でお渡しします。提出先も幼稚園です。 

 

 

Ｑ. 第１子が年長、第２子が年少です。この場合は、二人とも減免の対象ですか？  

A. 第２子のお子さんのみ、減免（同時２子減免）の対象です。 

 

 

Ｑ. 第２子が年長、第３子が年少です。この場合は、二人とも減免の対象ですか？  

A. 第３子のお子さんのみ、減免（第３子以降減免）の対象です。  

 

 

Ｑ. 同時２子減免の認定を受けています。  

兄がお休みした月に、弟だけ預かり保育を利用しました。利用料はどうなりますか？  

A. 同時２子減免は、同じ月にきょうだいがそれぞれ預かり保育を利用した場合、認定を受けた児童

の利用料が半額となる制度です。上のお子さんが預かり保育を利用せず、下のお子さんだけが

預かり保育を利用した月の利用料は、減免の対象外となります。 

 

 

Ｑ. 「施設等利用給付認定」と同時に申請できますか？  

A. 施設等利用給付認定を受けている場合、預かり保育料は無料となり、減免の申請は不要です。 

   ただし、施設等利用給付認定を受けるまでの期間や、認定が切れた場合は、減免申請が必要

です。 

 

 

（例）第３子の預かり保育を利用。保護者は 6/5に離職し、専業主婦（主夫）となった場合。 

       無償化認定開始      6/30  ７月末までに減免申請書提出  

施設等利用給付認定  認定期間             

減免申請           認定期間 

  ← 預かり保育料無料 → →預かり保育料半額 
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よくある質問（Ｑ＆Ａ）～ 施設等利用給付認定編 ～ 

 

Ｑ. 申請書類は、どこでもらえますか？ また、提出先はどこですか？  

A. 申請に必要な書類は、各幼稚園でお渡しします。提出先も幼稚園です。 

必要書類が複数枚あるときは、全てがそろった状態でご提出ください。 

 

 

 

Ｑ. これから申請書を提出します。日にちを遡って無償化になりますか？  

A. 無償化の開始日は、すべての書類がそろい、幼稚園で受付された日以降です。 

受付日から遡って認定することはできません。 

 

 

 

Ｑ. 認定期間が終了するときは、通知が届きますか？  

A. 保育幼稚園課から終了通知は発行していません。「施設等利用給付認定通知書」や「施設等

利用給付認定変更通知書」は、認定期間が終了するまで大切に保管してください。 

 

 

 

Ｑ. 「産前産後」の事由で認定を受けましたが、出産予定日より早く（遅く）出産しました。  

A. 認定終了期間が変更となる場合があります。保育幼稚園課にご連絡ください。  

 

 

 

Ｑ. 既に「就労」で認定を受けていますが、下の子を妊娠しました。手続きが必要ですか？  

A. 「就労」で認定を受けた認定期間中に保護者が産前・産後休暇や育児休業を取得することに

なった場合は、手続きは不要です。ただし、勤務時間が変更となった場合や、離職された場合は

変更手続きが必要な場合があります。保育幼稚園課にご連絡ください。 

※育休期間中の新規での申請ができない場合があります。詳しくは保育幼稚園課にご相談ください。 

 

 

 

Ｑ. 父母就労中で無償化の認定の手続きはしていません。下の子を出産するにあたり、上の子の無

償化の認定を新規で申込みしようと考えています。「産前産後」の事由と「就労」の事由とで違いが

ありますか？ 

A. 「産前産後」の事由で新規認定を受けた場合、産後 8 週の属する月の月末までが認定期間で、

その後認定事由や認定期間を変更、延長することはできません。 

「就労」の事由で新規認定を受けた場合、出産後、育児休業を取得しても引き続き認定を受け続

けることができます。 
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Ｑ. 単身赴任していた父（母）が転入しました。手続きが必要ですか？  

Ａ. 認定変更申請が必要です。認定変更申請書と、転入された方の保育を必要とする事由を証明

する要件書類をご提出ください。 

（詳しい解説） 

単身赴任等で市外に住民票がある場合、該当の保護者は「市外在住・その他」の事由となるため、申請

時に就労証明書等は不要です。転入した場合は、その保護者の保育を必要とする事由を証明する書類を

添付のうえ、変更申請が必要となります。 

 

 

Ｑ. 市内で引っ越すことになりました。手続きは必要ですか？  

A. 保育幼稚園課での手続きは基本的に不要ですが、状況によっては手続きが必要な場合があり

ます。詳しくは、保育幼稚園課へお問い合わせください。 

 

 

Ｑ. 市外へ引っ越すことになりました。手続きは必要ですか？  

A. 市外へ転出した日で施設等利用給付認定を取消しますので、手続きは不要です。転出先でも

施設等利用給付認定を受ける場合は、転出先の市区町村で新たに認定申請が必要です。 

 

 

 

 

 

〇 この他、ご不明な点については、出雲市役所保育幼稚園課（0853-21-6964）へ 

お問い合わせください。 


